（仮訳）
日本国政府及びオマーン国政府との間の二国間クレジット制度に関する協力覚書


１. 日本国政府及びオマーン国政府（以下個別に「政府」といい、「両政府」と総称する。）は、パリ協定第２条１（a）に規定される、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏２度高い水準を十分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏１．５度高い水準までのものに制限するために努力することを含むパリ協定の目的を追求し、並びに気候変動への対処における二国間協力を強化するため、二国間クレジット制度（以下「ＪＣＭ」という。）を創設する。

２. ＪＣＭは、先進的な脱炭素の技術、製品、システム、サービス及びインフラ等の普及や緩和行動の実施を促進し、これにより、オマーン国における温室効果ガスの排出削減又は吸収及び持続可能な開発並びに日本及びオマーン国の国が決定する貢献の達成に貢献することを目的とする。

３. 両政府は、それぞれの国における関連する有効な国内法令に従って、ＪＣＭを実施する。

４．両政府は、ＪＣＭを実施するために、それぞれの政府の代表者から構成される合同委員会を設置する。

５. 合同委員会は、プロジェクトサイクルの手続、方法論、プロジェクト設計書、モニタリング、第三者機関の指定、妥当性の確認及び検証並びにＪＣＭに関連するＪＣＭクレジットの分配を含むその他の事項に関し、ＪＣＭの実施に必要な規則及びガイドラインの策定を促進する。

６. 両政府は、パリ協定第６条２にいう協力的な取組に関する指針（以下「指針」という。）に適合する相当調整に基づき二重計上の回避を確保しつつ、排出量の削減及び吸収によって発行されるＪＣＭクレジットをオマーン国及び日本の国が決定する貢献の達成に寄与することができることを相互に認める。

７. 各政府は、日本のＪＣＭ登録簿において発行されたＪＣＭクレジットを、指針に適合する形で、国際的に移転される緩和の成果として日本の国が決定する貢献の達成のために利用することを承認する。

８. 各政府は、ＪＣＭクレジットの一部を、指針に適合する形で、適当な場合には、他の国際的な緩和の目的に利用することを承認することができる。

９.　両政府は、世界全体の温室効果ガスの排出量の削減及び吸収のための具体的な行動を促進するため、ＪＣＭの透明性及び環境十全性を確保するとともに、ＪＣＭを簡素かつ実用的なものに維持する。

10.　両政府は、ＪＣＭの実施のために緊密に協力する。日本国政府は、オマーン国政府によるＪＣＭの運営に必要となる技術的かつ能力向上のための支援を促進する。

11. いずれの政府も、外交ルートを通じて他方の政府に少なくとも６か月前に事前通告することにより、この協力覚書を終了させることができる。このような終了は、この協力覚書に基づく進行中のプロジェクト又は活動に影響を与えない。

12.この協力覚書の内容は、両政府間の書面による相互同意により、修正及び補足することができる。

13．この協力覚書の解釈、適用及び実施に関するいかなる相違も、両政府間の協議により友好的に解決される。

14. この協力覚書は国際約束ではなく国際法上、両政府にいかなる法的な権利及び義務を生じさせるものではない。また、両政府が当事者である二国間協定から生じる義務を害するものでもない。

マスカットにおいて２０２６年４月９日（ヒジュラ暦１４４７年シャウワール２１日）に、英語による本書２通に署名された。
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